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の
濫

用対
象
租
税

協
定
の
目

的



一
三

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

条
約
の
濫

用
の
防
止



一
四

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



一
五

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



一
六

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



一
七

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



一
八

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



一
九

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

配
当
を
移

転
す
る
取

引



二
〇

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

主
と
し
て

不
動
産
か

ら
価
値
が

構
成
さ
れ

る
団
体
の

株
式
又
は

持
分
の
譲

渡
か
ら
生

ず
る
収
益



二
一

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

当
事
国
以

外
の
国
又

は
地
域
の

内
に
存
在

す
る
恒
久

的
施
設
に

関
す
る
濫

用
を
防
止

す
る
規
則



二
二

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

自
国
の
居

住
者
に
対

し
て
租
税

を
課
す
る

締
約
国
の

権
利
を
制

限
す
る
租

税
協
定
の

適
用



二
三

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



二
四

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

恒
久
的
施

設
の
地
位

の
回
避

問
屋
契
約

及
び
こ
れ

に
類
す
る

方
策
を
通

じ
た
恒
久

的
施
設
の

地
位
の
人

為
的
な
回

避



二
五

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

特
定
の
活

動
に
関
す

る
除
外
を

利
用
し
た

恒
久
的
施

設
の
地
位

の
人
為
的

な
回
避



二
六

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



二
七

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

契
約
の
分

割



二
八

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



二
九

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

企
業
と
密

接
に
関
連

す
る
者
の

定
義

相
互
協
議

手
続

紛
争
解
決

の
改
善



三
〇

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



三
一

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



三
二

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



三
三

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

対
応
的
調

整



三
四

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

仲　
　

裁

第
六
部
の

規
定
の
適

用
の
選
択

義
務
的
か

つ
拘
束
力

を
有
す
る

仲
裁



三
五

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



三
六

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



三
七

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

仲
裁
の
た

め
の
委
員

会
の
構
成

員
の
任
命



三
八

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

仲
裁
手
続

の
秘
密



三
九

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

仲
裁
決
定

に
先
立
つ

事
案
の
解

決仲
裁
手
続

の
種
類



四
〇

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



四
一

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

異
な
る
解

決
に
つ
い

て
の
合
意



四
二

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

仲
裁
手
続

の
費
用

第
六
部
の

規
定
の
適

用
対
象

最
終
規
定



四
三

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

署
名
及
び

批
准
、
受

諾
又
は
承

認留　
　

保



四
四

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



四
五

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



四
六

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

通　
　

告



四
七

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



四
八

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

対
象
租
税

協
定
の
修

正
後
の
改

正



四
九

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

締
約
国
会

議解
釈
及
び

実
施

改　
　

正

効
力
発
生

適
用
の
開

始



五
〇

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



五
一

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約



五
二

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

第
六
部
の

規
定
の
適

用
の
開
始



五
三

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

脱　
　

退

議
定
書
と

の
関
係



五
四

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

寄 
託 
者

末　
　

文



五
五

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

（
参
考
）

　

こ
の
条
約
は
、
国
際
的
な
租
税
回
避
行
為
に
対
処
す
る
た
め
の
租
税
条
約
関
連
措
置
を
迅
速
に
、
協
調
し
て
、
及
び
一
致
し
て
実
施
す
る
た

め
の
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


